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１. 計画の趣旨 

南陽市は、豊かな自然環境のもと農業を基幹産業としており、経営内容はその

多くが水稲・果樹・野菜・畜産等を組み合わせた典型的な複合経営となっていま

す。また、県内有数のぶどうの産地である本市では、市内に６つのワイナリーが

あり、それぞれ特徴のあるワイン作りを行っています。 

しかし、農家数の減少や高齢化による担い手の不足、国内外の産地間における

競争の激化等、本市の農業を取り巻く環境は厳しさを増しています。 

そのなかで、本市の農産物における潜在的な可能性を引き出し発展させてい

くためには、生産・加工・流通・販売を一体的に取り組む６次産業化や農商工連

携、地産地消等の取組を地域ぐるみで推進していくことが重要です。 

６次産業化は、農業と、食品製造業等の２次産業、観光業等の３次産業との積

極的な連携により、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組であり、

農業者所得の向上や新たな就業機会の確保、雇用の創出の他、風土や伝統文化の

保全及び地域産業の活性化等も期待されます。 

本市では、地域資源を活用した新しい６次産業化商品の開発・販売等を推進し、

地域の活性化を図ることを目的として、平成 30年度に「南陽市６次産業化推進

計画（平成 30年度～令和４年度）」を策定し、各種取組を進めてきました。これ

までの取組を検証し、６次産業化を更に深化、加速させ、農産物以外のあらゆる

地域資源も活用し、多様な主体の参画により新たな事業や付加価値を創出して、

所得の向上と雇用機会を確保する「農山漁村発イノベーション」を促進していく

ため「第２期南陽市６次産業化推進計画」を策定します。 

 

２. 計画期間  

計画期間は、令和５年度から令和９年度までの５か年とし、単年度ごとに事業

の検証等を行い、必要に応じて計画の見直しを図ります。 

 

３. 推進体制  

農業者、農業者団体、食品製造業者、

観光業者、商工会等で構成する「南陽市

６次産業化ネットワーク推進協議会」を

組織し、６次産業化及び農山漁村発イノ

ベーション（以後、「６次産業化等」とい

う。）に関する情報の交換・共有を行い、

また役割を分担し連携を図りながら、本

市における６次産業化等を推進します。 

農業者 

食品製造 

業者 
農業者 

団体 南陽市 

6次産業化 

ネットワーク 

推進協議会 

観光業者 

行政機関 

商工会 
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４. 南陽市の概況 

（１）南陽市の地勢及び気候 

   南陽市は、東に奥羽山脈をひかえ、南か

ら西にかけて吾妻山系と飯豊山系に囲ま

れた山形県南部の置賜盆地に位置し、北部

は山地で南に沃野が開け気候にも恵まれ

ており、米・野菜・果樹等の栽培に適して

います。 

また、風光明媚な県南県立自然公園や赤

湯温泉等、豊富な観光資源を有する地理的

条件に恵まれ、鉄道道路交通網にも恵まれ

た県南地方の要衝の地にあります。 

令和元年に東北中央自動車道の本市区間

が開通し、令和５年度内には新潟山形南部

連絡道路の梨郷道路が供用開始の見込みで

あり、宮城、新潟、福島方面への高速交通ネ

ットワークの形成により観光交流や各種産業への波及効果が期待されてい

ます。 

気候については、日本海側気候に属し、冬は北西季節風により降雪が多

く、夏は南東季節風により晴天が多いのが特徴となっています。また、盆

地に位置していることも影響し、気温は日較差・年較差が大きいのが特徴

となっています。 

近年、地球温暖化に伴う気候変動等により、世界的な食料生産の不安定

化がみられており、本市においても異常気象による豪雨被害、凍霜害等が

発生し、果樹生産等における生産の不安定化を招いており、気候変動に左

右されない生産技術の導入や品目・品種の開発が求められています。 

 

気象概況 

 

降水量 

年間 

（mm） 

気温（℃） 日照 

時間 

（ｈ） 

降雪量（cm） 

日平均 最高 最低 
累積 

降雪量 

最大 

積雪深 

最大日 

降雪量 

令和 2 1296.5 12.3 36.8 -8.5 1516.1 526 90 42 

令和 3 1205.0 11.8 36.5 -13.2 1561.6 699 128 42 

令和 4 1258.5 11.8 36.0 -11.4 1694.0 362 76 44 

※降水量、気温、日照時間は年次データ。資料：気象庁（高畠町観測所） 

※降雪量は年度データ。資料：建設課 

  

南陽市の位置 
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（２）南陽市の人口等の動向 

   国勢調査の結果を見ると、本市の人口は、昭和 20年をピークに減少し続

けており、令和２年では 30,420 人となっています。平成 22 年からの直近

10年間では 3,238人（9.6ポイント）の減少となり、今後も減少傾向が続く

ものと予想されます。 

   年齢別人口を見ると、年少人口（15歳未満）及び生産年齢人口（15歳～

64歳）の減少が著しい一方、老年人口（65歳以上）の割合が急増しており、

令和２年では高齢化率 34.0％と、少子高齢化が進んでいる状況にあります。 

 

人口、世帯数、面積及び人口密度 

年 

人   口 

世帯数 
面積 

（ｋ㎡） 

人口密度 

（1ｋ㎡当たり） 総数 
男女別 年齢別 

男 女 0～14 歳 15～64歳 65 歳以上 

平成 2 36,977 17,640 19,337 6,970  23,660  6,347  9,606  160.51  230.4  

平成 7 36,810 17,618 19,192 6,311  22,877  7,622  10,010  160.52  229.3  

平成 12 36,191 17,301 18,890 5,577  21,802  8,810  10,388  160.70  225.2  

平成 17 35,190 16,748 18,442 4,840  21,027  9,323  10,557  160.70  219.0  

平成 22 33,658 16,025 17,633 4,296  19,817  9,545  10,567 160.70  209.4  

平成 27 32,285 15,421 16,864 3,911 18,290 10,031 10,705 160.52 201.1 

令和 2 30,420 14,652 15,768 3,516 16,557 10,347 10,760 160.52 189.5 

資料：国勢調査 
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５. 産業の現状と課題  

（１）産業構造の推移 

産業別就業人口の推移を見ると、令和２年の第１次産業就業者数は 1,537

人となり、平成 22 年からの直近 10 年間で 303 人減少しています。業別構

成比は 9.4％となり、平成 22年から 1.9ポイント減少しています。 

第２次産業就業者数は 5,180人となり、直近 10年間では横ばい傾向が続

いています。 

第３次産業就業者数は 9,572人となり、平成 22年には減少となったもの

の、産業別構成比は一貫して増加しています。 

 

産業別就業人口の推移 

  平成 

2 年 

 

7 年 

 

12 年 

 

17 年 

 

22 年 

 

27 年 

令和 

  2年 

就業者数 19,396 19,423 18,886 18,089 16,344 16,419 16,289 

第 1 次産業 3,505 2,909 2,561 2,234 1,840 1,696 1,537 

第 2 次産業 7,272 7,362 6,919 6,055 5,217 5,368 5,180 

第 3 次産業 8,616 9,148 9,405 9,734 9,123 9,309 9,572 

構成比（％）  

第 1 次産業 18.1 15.0 13.6 12.4 11.3 10.3 9.4 

第 2 次産業 37.5 37.9 36.6 33.5 31.9 32.6 31.8 

第 3 次産業 44.4 47.1 49.8 53.8 55.8 56.6 58.7 

資料：国勢調査 

 

（２）各産業及び６次産業化等の現状と課題 

① 第１次産業（農業） 

①－１ 農業産出額 

   農業産出額は、令和２年の推

計額が 940千万円であり、その

内、果実が 423千万円と最も多

く、次いで米 156千万円、豚 156

千万円、生乳 81 千万円と続い

ています。 

 

 

 

 

令和２年品目別農業産出額 

資料：ＲＥＳＡＳ 市町村別農業産出額（推計） 
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①－２ 農業経営体 

 農業経営体数は、令和２年に 810 経

営体となっていますが、この内、個人

経営体が 783 経営体と全体の９割以上

を占めています。いずれも、この 10年

間で約３割減少しているほか、個人経

営体における年齢階層別基幹的農業従

事者数を令和２年と平成 22 年で比較

すると、この 10年間で更に高齢化が進

んでいる一方、50代以下の農業従事者

数が少なく、後継者又は新たな担い手の確保が課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－３ 経営耕地面積 

経営耕地面積を見ると、令和２年の総面積は 213,623a であり、減少傾向

が続いています。その内、樹園地の面積は 29,258a であり、平成 22 年と比

較すると約３割減少しており、その傾向はより強く表れています。 

経営耕地面積規模別経営体の推移をみると、経営耕地面積が 10ha 未満の

経営体は減少している一方、10ha以上の経営体は増加しており、中心経営体

への農地集積・集約化が進んでいる状況にあります。 

 

経営耕地面積 

調査年 
経営耕地面積（a） 

総面積 田 畑 樹園地 

平成１２年 274,108 195,981 27,320 50,807 

 １７年 252,784 182,189 25,446 45,149 

 ２２年 243,123 176,562 25,382 41,179 

 ２７年 225,167 170,812 19,161 35,194 

令和 ２年 213,623 161,510 22,855 29,258 

資料：農林業センサス 

1165

958

810
1132

934

783

500

1000

平成22 平成27 令和2

経営体

年

農業経営体数の推移

農業経営体数 個人経営体

資料：農林業センサス

15~19

歳
20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~79 80~84 85歳~

平成22 1 9 23 27 23 49 76 160 248 271 223 287 257 114 23

平成27 2 5 21 33 38 29 46 74 181 276 264 199 183 131 40

令和2 0 6 10 26 36 36 33 47 83 192 275 234 150 111 56

0

100

200

300

年齢階層別基幹的農業従事者数（個人経営体）の対比

平成22 平成27 令和2
経営体

資料：農林業センサス
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経営耕地面積規模別経営体の推移      単位：経営体 

 平成 

22 年 

平成 

27 年 

令和 

2 年 
増減率(％) 
令和 2/平成 27 

経営耕地なし 22 9 5 △77.3 

1.0ha 未満 425 329 311 △26.8 

1.0~2.0 311 255 184 △40.8 

2.0~5.0 311 250 209 △32.8 

5.0~10.0 76 86 58 △23.7 

10.0~20.0 18 27 33 83.3 

20.0ha 以上 2 2 10 400.0 

 

 

①－４ 本市農業における課題 

以上のことから、本市の農業は、果樹生産や稲作、畜産、酪農等が強みで

あるものの、全国的な少子高齢化の進展等により農業経営体の減少が進んで

いることから、後継者の確保、担い手対策が課題となっています。 

また、経営耕地面積が減少していく中で、どのようにして優良農地を維持

し、中心経営体となる担い手に継承していくかが課題となります。特に樹園

地の減少は、観光交流や食品加工、ワイン醸造の原料調達等、他産業に大き

く影響が及ぶことから、果樹産地形成にむけた生産基盤整備等を進めていく

必要があります。 

近年、農地継承により経営規模を拡大している農業経営体において、法人

化や常用雇用を拡充する動きもあります。その多くの事業者においては、従

業員の冬場の仕事の確保が課題となっており、新たな商品開発や他産業との

連携、販路開拓等、事業者における６次産業化等に向けた多様な取組を支援

する仕組みが必要となっています。 

  

△ 77
△ 27 △ 41△ 33△ 24

83

400

△ 100

0

100

200

300

400

経営耕地面積規模別経営体の増減率

（令和2年／平成27年）

％
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② 第２次産業（製造業） 

   製造業の事業所数は、平成 24 年から令和３年において、111 事業所から

90事業所まで減少しました。製造業の従業者数は、平成 24年から令和３年

において、2,990人から 3,093人まで増加しています。さらに、製造品出荷

額は、465億 1,625万円から 517億 3,775万円まで増加しています。 

近年、国内では新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、地方への

産業拠点の分散化やリモートワーク等、企業活動や働き方の多様化の動きが

見られました。また、ＡⅠ、Ｉｏｔ等のデジタル技術の飛躍的進化等もあり、

こうした情勢の変化を的確にとらえながら、地域において成長が期待される

企業の設備投資の支援や企業連携を促進していく必要があります。 

 

製造業の年次別推移（従業者４人以上の事業所） 

 平成 

２４年 ２５年 ２６年 ２８年 ２９年 ３０年 

令和 

元年 ２年 ３年 

事業所数  111  107  107  110 102 101 100 94 90 

従業者数 2,990 3,009 2,975 3,093 3,196 3,218 3,241 3,160 3,093 

製造品 

出荷額等 

（単位：万円） 

4,651,625 4,417,985 4,667,886 4,995,896 5,476,828 5,452,588 5,528,298 5,727,435 5,173,775 

資料：工業統計調査・経済センサス活動調査 
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③ 第３次産業（商業・観光業） 

   商店数は、平成 24 年から令和３年において、403 事業所から 378 事業所

まで減少しました。一方で、従業者数は、平成 24年から令和３年において、

2,018人から 2,169人まで増加しています。さらに、年間商品販売額は、新

型コロナウイルス感染症による巣ごもり需要等の影響も受け、約 388 億円

から約 439億円まで増加しています。 

   観光客数は、平成 26年度においては 1,157千人で、その後微減傾向が続

いていましたが、令和２年度以降は新型コロナウイルス感染症による行動

制限や外出自粛の要請等の影響を受けて大きく落ち込み、令和３年度にお

いては 481千人となっています。しかしながら、令和５年５月から新型コロ

ナウイルス感染症の位置付けが５類感染症に変更されたことにより、これ

までの各種行動制限の緩和を受け、計画策定時点では観光業も回復基調に

あります。 

   これらのことから、本市の商業・観光業には、消費者の行動や意識の変化

に対応しながら、地域資源を活かした商品、サービスの開発やプロモーショ

ン活動を展開していく必要があります。 

 

 

商店数・従業者数・年間商品販売額 

調査年 商店数 
従業者数 年間商品販売額（百万円） 

（人） 計 卸売額 小売額 

平成２４年 403 2,018 38,809 9,277 29,532 

２６年 385 2,119 44,694 10,648 34,046 

２８年 390 2,065 42,392 8,732 33,660 

令和 ３年 378 2,169 43,888 7,526 36,361 

資料：商業統計調査、経済センサス活動調査 

 

観光客数                         単位：千人 

年度 総数 赤湯温泉 
熊野大社 

双松公園 

烏帽子山 

公園 

観光果樹園 ハイジア 

パーク南陽 さくらんぼ ぶどう 

平成２６年 1,157 263 383 205 20 94 192 

２７年 1,085 270 388 186 15 72 154 

２８年 1,003 248 350 209 9 65 122 

２９年 993 223 331 253 12 59 115 

３０年 972 234 303 256 12 53 114 

令和 元年 950 198 300 281 10 46 115 

２年 414 119 140 70 3 9 73 

３年 481 123 267 81 1 9 - 

  資料：商工観光課 
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④ ６次産業化 

   本市では平成 25年度に「南陽市６次産業化ネットワーク推進協議会」

を組織し、総会等における定期的な意見交換会や研修会の開催、６次化商

品コンクールの実施、商品開発への支援、見本市への出展による販路拡大

の取組等を行ってまいりました。農業、製造業、商業・観光業等の事業者

における自立的な努力と協議会の支援により６次産業化の一層の深化が図

られた一方で、高齢化や後継者不足によって担い手は減少し、依然として

商品開発の経験が無く、６次化のイメージを明確にできない小規模事業者

が多い状況です。 

    

市６次産業化ネットワーク推進協議会・市６次産業化の取組 

年度 事業項目 

Ｈ25 [H25.12.20] 先進事例研修 

[H26.3] 南陽市 6次産業化ネットワーク推進協議会設置 

[H26.3.4] 6次産業化講演会 

県 6 次産業化ネットワーク活動交付金(2件) 

Ｈ26 [H26.11.28] 農産品加工食品衛生・営業許可勉強会 

Ｈ27  

Ｈ28 県山形のうまいもの創造支援事業（1件） 

Ｈ29 市ワイン振興支援事業開始 

[H29.7.5] 協議会 

[H29.10.30] 研修会 

[H30.3.5] 商品開発セミナー 

県山形のうまいもの創造支援事業（1件） 

[H30.3]南陽市 6 次産業化推進計画（H30～R4 年度）策定 

Ｈ30 [H30.8.1] 協議会 

[H31.3.8] 6次化商品コンクール（応募 4組 8 点） 

県山形のうまいもの創造支援事業（1件） 

Ｒ1 [R2.8.1] 協議会 

[R2.2.5] 6 次化商品コンクール（応募 7組 18 件） 

県山形のうまいもの創造支援事業（1件） 

Ｒ2 [R2.8.7] 協議会（書面決議）※コロナ禍により事業実施無し 

Ｒ3 [R3.8.24] 協議会（書面決議） 

[R3.11.10～12] 第 13 回フードメッセ in にいがた 2021 への出展、6 次化フェア 2021 への出展、・

第 6 回 6次化大賞への出品 

※結城酒店が審査委員特別賞を受賞、漆山果樹園が JALUX 賞、お取り寄せきっぷ賞を受賞 

Ｒ4 [R4.6.22] 協議会 

[R4.11.9～11] 第 14回フードメッセ in にいがた 2022への出展、6 次化フェア 2022 への出展、第

7回 6 次化大賞への出品 

※かねやま村が入賞、・漆山果樹園が㈱JR 東日本商事のもの賞を受賞 

[R5.3.10～12] 港区連携事業 白金ミートフェスティバルへの出展 

県山形のうまいもの創造支援事業（2件） 

Ｒ5 [R5.6.20] 協議会 

[R5.9.1～12.20] 6次化トライアル事業費助成金（2 件） 

[R5.10.7～8] 2023（第 42 回）みなと区民まつりへの出展 

[R5.11.8～10] 第 15回フードメッセ in にいがた 2023への出展、第 8 回 6次化大賞への出品 

・サンド―デザイン（gelato en.）が日本食糧新聞社賞を受賞、結城酒店がＪＲ東日本商事お取り

寄せきっぷ賞を受賞 

[R6.3.5～8] FOODEX JAPAN 2024 への出展 

[R6.3.9～10] 港区連携事業 白金ミートフェスティバルへの出展 
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⑤ 農山漁村発イノベーション 

   従来の６次産業化を発展させた「農山漁村発イノベーション(注)」の取組

みは本市において新たな課題となっています。従来の６次化の取組みとな

る農産物の直売・加工場や、６次化産品を提供する喫茶・宴会場等飲食に

係る機能は個別の事業者・各地域に分散しており、それらの複合的な機能

を一括で備えた農山漁村発イノベーション施設及び事業体が発足した場

合、地域における新たな雇用・所得の創出や、交流人口の増加が見込まれ

ます。 

   「南陽市６次産業化ネットワーク推進協議会」は農業者、食品加工業

者、ＪＡ、商工会等の様々な主体により構成されているため、今後は事業

者同士・異業種の連携を促進し、多様な主体の参画によって付加価値の創

出を図る「農山漁村発イノベーション」の促進を図る役割が期待されま

す。 

 

  （注）農山漁村発イノベーション：従来の６次産業化を発展させて、地域の文化・歴史や森林、景観など農林水

産物以外の多様な地域資源も活用し、農林漁業者はもちろん、地元の企業なども含めた多様な主体の参画に

よって新たな事業や付加価値を創出する取組。 
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６. 第１期計画における各施策の効果検証  

 本市では、平成 30年３月に南陽市６次産業化推進計画を策定し、平成 30年

度から令和４年度までの５か年を計画期間とした各種施策を展開し、単年度ご

とに事業の検証等を実施してきました。 

 

（１）各施策の実施状況及び効果検証 

 平成 26年３月に設置した南陽市６次産業化ネットワーク推進協議会によ

り、新たな商品開発を促進するため、平成 30年度及び令和元年度に南陽市

６次化商品コンクールを実施しました。平成 30年度には４組８点の応募が

あり、最優秀賞は「桑の葉茶ジェラート」が受賞、令和元年度には７組 18

点の応募があり、最優秀賞は「赤湯ワインの生チョコレート」が受賞しま

した。最優秀賞にはパッケージデザイン開発に係る助成等も行いました。 

 また、平成 30年度、令和元年度の２か年事業で県の山形のうまいもの創

造支援事業を活用し、市内６社目のワイナリーとなる株式会社グローバル

アグリネットの醸造施設整備を支援しました。 

 令和２年度には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて６次産

業化に向けた取組を実施することができませんでした。 

 令和３年度及び令和４年度は、高速交通ネットワーク整備の進展、アフ

ターコロナに向けた社会情勢の変化を転機ととらえ、６次化商品の市場に

向けた発信と出口戦略となる企業間取引に向けた取組として、新潟市で開

催されるフードメッセｉｎにいがた（食品見本市）への出展及び６次化大

賞への出品に取り組みました。 

令和３年度には、食品見本市に４社が参加し、６次化大賞では株式会社

結城酒店「樹齢 80余年のマスカットベーリーＡワイン」が審査員特別賞、

漆山果樹園「無添加出来立てぶどうのジェラート３種」がＪＡＬＵＸ賞

（株式会社ＪＡＬＵＸ提供）、お取り寄せきっぷ賞（株式会社ＪＲ東日本商

事提供）にそれぞれ輝きました。 

 令和４年度には、食品見本市に５社が参加し、６次化大賞では株式会社

かねやま村「ラフラン酒」が入賞、漆山果樹園「レーズンバターサンド

（デラウエア＆ルビーチョコ＆バター）」がのもの賞（株式会社ＪＲ東日本

商事提供）に輝きました。 

 計画期間において、商品開発支援及び販路開拓の取組を進めていく中

で、各種マスメディアに様々な形で取り上げられるとともに、２年連続全

国規模のコンテストで表彰される形となり、本市農産品及び加工品のポテ

ンシャルが非常に高いものであることが県内外に示されることとなりまし

た。今後も、６次産業化を推進していくにあたっては、商品開発及び販路

開拓の両面からアプローチしていくことが重要となります。 
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基本施策の実施状況 

基本施策 具体的施策 実施状況 

（１） 

推進基盤の確立 

① 事務局体制の確立 協議会事務局を農林課に設置済 

② 地域推進体制の確立 協議会を設置済 

③ 素材供給力の確保 既存の基盤整備事業、人・農地プ

ランや経営所得安定対策等の制

度活用済 

（２） 

ネットワークの 

構築 

① 国・県との連携 随時対応 

② ６次産業化関連情報の集

約・管理・提供 

随時対応 

③ ６次化情報共有ネットワー

クの構築 

随時対応 

（３） 

人材育成の支援 

① ６次化アドバイザーの活用 未活用 

（４） 

モノづくりの 

支援 

① 相談体制の整備 協議会で情報共有し、新規案件に

対応 

② 商品開発・施設整備に対す

る支援 

県山形のうまいもの創造支援事

業により施設整備を支援 

６次化商品コンクール及び最優

秀賞の商品化補助を実施 

③ 食の安全安心の確保 令和２年度に市食育・地産地消推

進計画を策定計画に基づき別部

門で実施 

（５） 

経営向上の支援 

① 新領域へのチャレンジを支

援 

ＩＴ技術活用等の実績無し 

② 販路拡大の支援 令和３年度、４年度に食品見本市

へ出展 

③ 地産地消の推進 令和２年度に市食育・地産地消推

進計画を策定計画に基づき、有機

米給食等を実施 

 

 

（２）成果指標 

 第 1期計画においては、以下の３つの成果指標の設定し、検証を行うことと

しており、結果は以下のとおりとなりました。 

 

  成果指標① 新商品開発に取り組む新規事業体数 

目標 策定時（平成 29年度） 令和５年度末 

１以上 ０ １ 

・農畜産物の生産・加工・販売を主目的とする会社が平成 30 年度末に

設立されました。 
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成果指標② ６次産業化法の市内認定事業者数 

目標 策定時（平成 29年度） 令和５年度末 

５ ４ ４ 

・平成 29年度以降、市内の認定事業者数は停滞しており、県内でもわず

か４主体の増に留まっています。また、認定事業者を対象とする農林

水産省の新規補助事業等も出ていないことから、事業者がメリットを

享受できない状況となっています。認定を受けずに補助事業を活用し

て６次産業化に取り組むケースも見られます。 

 

成果指標③ 市内ワイナリー数 

目標 策定時（平成 29年度） 令和５年度末 

６以上 ５ ６ 

・南陽市６番目のワイナリーが令和元年度に創業しました。 

・令和４年度からワイン醸造に取り組む地域おこし協力隊１名が市農 

林課に採用されています。受入先は株式会社グレープリパブリック  

で、ブドウ栽培からワイン醸造、販売及びマーケティングまでと広く 

研修を受けています。令和５年度中には、隊員を新たに１名採用しま 

した。 

 

７. ６次産業化等推進のための取組方針 

上記の各産業における現状と課題を受けて、以下の３つの取組方針を柱とし

て６次産業化等の推進を行います。 

 

（１）６次産業化等の推進体制の強化 

山形県及び関係機関と連携しながら、新たな付加価値を生む６次産業化や

農山漁村発イノベーションに取り組む事業者を支援する体制づくりを強化

するとともに、多様な分野、産業間の連携により市内食産業全体の付加価値

の向上を図ります。 

 

（２）商品開発基盤の強化 

商品開発施設や農産品の加工所等の整備など、食品製造事業者等における

生産能力の強化を図るとともに、安全・安心な商品の提供に向けたＧＡＰ、

ＨＡＣＣＰ等の取組を促進させます。 

 

（３）需要開拓・販路拡大の支援 

地域の直売所や飲食関連施設など身近な販路先の整備を支援するととも

に、急激な世界情勢の変化にも対応できるよう、将来的な農産物の輸出も見
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据えた需要開拓・販路拡大の取組を支援します。 

 

８. 成果目標 

本計画の計画期間において、以下の５つを６次産業化等推進における成果目

標とします。 

 

（１）新たに事業者自らが６次産業化等に取り組んだ件数（累計） 

現状値 

（令和４年度） 

目標値 

（令和５～９年度） 

備考 

７件 26件 
設備導入や製品化等にか

かる補助金交付決定件数 

 
（２）商談会等により成立した商談件数（累計） 

現状値 

（令和４年度） 

目標値 

（令和５～９年度） 

備考 

５件 20件 
協議会事業を通じて商談

が成立した件数 

 

（３）商品の情報発信につながるコンテスト等への出品件数 

現状値 

（令和４年度） 

目標値 

（令和９年度） 

備考 

３件 ４件 
協議会事業に関連したコ

ンテスト出品件数 

 

（４）農山漁村発イノベーション事業体の数 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和９年度） 

備考 

０件 １件  

     

（５）農山漁村発イノベーション事業の売上 

現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和９年度） 

備考 

０円 １億円  
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９. 地域特性を生かした商品開発等の方向性 

地域の特性を生かして６次産業化等に取り組むうえで重点的に活用を図るべ

き地域資源、当該地域資源を活用して開発及び生産する新商品の種類の方向性

は次のとおりとします。 

 

（１）重点的に活用を図るべき地域資源 

区 分 品 目 

穀類、豆類 米、酒米、もち米、小麦、大豆、そば 

果樹 おうとう、ぶどう、りんご、もも、すもも、西洋梨、ブルーベ

リー、ラズベリー、柿、ホップ 

野菜等 おかひじき、アスパラガス、えだまめ、さといも、さつまいも、

トマト、キャベツ、はくさい、ねぎ、きゅうり、いちご、スイ

カ 

畜産物 牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵、牛乳、ハチミツ 

水産物 鯉 

花卉 菊、アルストロメリア、りんどう、ダリア、スターチス 

特用林産物 きのこ類、樹実類（くり、くるみ等）、山菜類、木炭 

 

（２）地域資源を活用して開発及び生産する新商品の種類 

区 分 品 目 

食品 農産加工品、菓子類 

酒類・飲料 日本酒、ワイン、果汁飲料 

その他 生活用品、旅行商品、燃料、肥料 

 

  上記に加えて、その他すべての農林水産物・畜産物等を活用した商品開発等

について柔軟に支援していきます。 

  また、開発した商品は市内直売所（農山漁村発イノベーション施設）や近隣

市町の道の駅及び観光物産施設への販売、ふるさと納税返礼品としての活用

等を促進し、地域内の経済循環を図るものとします。 

 

１０. ６次産業化等推進のための具体的施策 

上記の成果目標を達成するため、取組方針に基づき以下の施策を実施します。 

 

（１）６次産業化等の推進体制の強化 

① ６次産業化等推進に向けた体制づくり 

農業者、農業者団体、食品製造業者、観光業者、商工会等で構成する
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「南陽市６次産業化ネットワーク推進協議会」において、６次産業化等

の推進に関する情報共有を図るとともに、県関係機関とも連携を図りな

がら、６次産業化等に取り組む事業者を支援します。 

また、山形県では、県内農林漁業者等の６次産業化等に向けた取組を

支援するため、山形農山漁村発イノベーションサポートセンター、やま

がた食産業クラスター協議会、山形県農業総合研究センター、山形県工

業技術センター等の専門機関を設置しており、専門的な知識を有する地

域プランナーやコーディネーターが商品開発から個別課題の解決、経営

改善計画の策定支援及びその後のフォローアップまでを総合的に支援

しています。本市においては、事業者から相談があった場合は、県の専

門機関を積極的に活用します。 

 

② 担い手となる人材の育成 

やまがた食産業クラスター協議会が開設する「やまがた農山漁村発イ

ノベーション（６次産業化）ビジネス・スクール」等の有益なセミナー

を活用し、６次産業化等に取り組む実践者、経営者の育成を促進します。 

事業者のニーズに応じて、県関係機関や協議会会員、地域おこし協力

隊員等の協力を得ながら、セミナーや個別相談会等を実施します。 

 

③ 異業種連携による６次産業化等の促進 

６次産業化推進ネットワーク協議会を核として、地域の農林漁業者や

食品製造業、卸売・小売業、観光産業等で連携又は協働して進める新た

な商品開発、アグリツーリズム、フードツーリズム等の取組を支援しま

す。 

 

（２）商品開発基盤の強化 

① 商品開発・施設整備に対する支援 

商品開発については、県専門機関を活用し、専門家の派遣による商品

コンセプト、マーケティング、食味、パッケージデザイン、価格設定、

広報戦略等の伴走型支援につなげます。 

施設整備については、山形県と連携しながら、以下の施策等を活用し、

商品開発力の向上や事業規模の拡大等に必要な設備整備、原料となる農

産物の生産基盤強化等を支援します。また、以下の施策以外にも６次産

業化等の推進に必要な施策がある場合は、それらも活用します。 

【主な活用施策】 

 ・農山漁村発イノベーション推進・整備事業（国） 

・産地生産基盤パワーアップ事業（国） 
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・山形のうまいもの創造支援事業（県） 

・小規模事業者持続化補助金（南陽市商工会） 

・南陽市ワイン振興支援事業（市） 

 

② 安全・安心な商品提供のための支援 

山形県農業総合研究センターの食品加工技術相談窓口への相談や食

品加工ラボの活用及び高度の指導が可能な専門家の派遣を通じて、事業

者の商品企画や販路拡大等の取組の質を高めるとともに、ＨＡＣＣＰに

沿った衛生管理の定着を図ります。 

 

（３）需要開拓・販路拡大の支援 

① ＳＮＳ、ふるさと納税等を活用した情報発信の支援 

農業経営において、ＳＮＳ等を活用した情報発信を進めることにより、

全国への情報発信が図られ、他の農業者との差別化、直接の消費者との

つながりを構築できることから、ＳＮＳ、ふるさと納税等の活用に向け

たセミナー等を開催して農業者の取組を促進します。 

農業者、地域おこし協力隊等による多様な情報発信の取組を支援しま

す。 

 

② 販路拡大に向けた商談機会の創出 

地域産品の付加価値の向上に向けて、首都圏及び近県で開催される食

品見本市への出展及びコンテストへの出展を積極的に進め、６次化商品

の市場に向けた発信と企業間取引を促進させるとともに、より強固な販

路開拓を進めます。 

経済成長、人口増加が見込まれるアジア圏をはじめとする海外での販

路を開拓・確保するため、ＪＥＴＲＯ、山形県国際経済振興機構及びそ

の他関係機関と連携しながら、商談会の開催及びマッチングの支援によ

り、本市及び県産農産物の海外取引機会の創出拡大を図ります。 

 

③ 地産地消の推進 

生産者と消費者がつながる地産地消の取組として、南陽市農業祭実施

協議会主催により開催する南陽市農業祭において、農業者、事業者が直

接農産物を販売するファーマーズマーケットを実施します。 

市内飲食店、スーパーマーケット等におけるトレーサビリティの取組

や小中学校の給食における地産地消の取組を支援します。 
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１１. 地域経済効果及び育成を図る事業体のビジョン 

成果目標の達成により、生産者の所得向上と経営規模の拡大、新たな担い手

の参入、交流人口の増加につながるよう地域経済の活性化を図ります。 

また、単独で６次産業化に取り組む事業者のみならず、産業の枠を超えた連

携による商品開発や商業施設の開設等、農山漁村発イノベーションに挑戦する

事業体に対し、本協議会及び市の積極的な情報発信や各種施策により支援し、

農産物を中心とした産業の振興を図ります。 

 


